
 

NEWS RELEAS  

令和３年６月７日 

お客さま各位 

紀北信用金庫 

 

通帳レスに係る「アプリ利用規約」改定及び 

「通帳レス口座に関する特約」制定についてのご案内 

 

現在ご利用いただいております紀北信用金庫通帳レス口座につきましては、令和３年６

月２０日より下記機能改善を実施させていただきます。 

それに伴い、アプリ上に掲載しております「アプリ利用規約」を別紙１の通り改定させ

ていただきます。又、当金庫ホームページ上に別紙２の「通帳レス口座に関する特約」を

新設掲載させていただきますのでご案内申し上げます。 

 

１．今回の機能改善の概要 

№ 機能改善概要 

１ 通帳レス契約時の未記帳明細連携機能 

２ 取引明細の閲覧期間を２年間から 10年間に変更 

３ 各種取引をメールで通知 

 

２．お問い合わせ先 

   紀北信用金庫 本部業務部 ℡0597-23-2341 

   9：00～17：00（土日祝日、12月 31日～1月 3日を除く） 

以上 

 

 

 

 

 



 

「アプリ利用規約（「しんきん通帳利用規約」）」新旧対照表 

旧 新 

しんきん通帳利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、「しんきん通帳」

を利用する場合の取扱いを明記したものです。 

第１条【サービス内容等】 

１．サービス内容 

「しんきん通帳」（以下、「本アプリ」といいます）は、しんきん共同セン

ター加盟信用金庫のスマートフォン専用アプリで、本アプリに登録する信

用金庫（以下、「登録信用金庫」といいます）所定の口座情報等を閲覧でき

るサービスです。 

（略） 

３．通帳レス機能 

本アプリでは、登録信用金庫所定の手続きでご登録いただいた口座を、紙

の通帳を使用しない「通帳レス」口座に変更することができます。お客さ

まは「通帳レス」口座に変更した日より２年分の取引明細を本アプリで閲

覧できます。なお、「通帳レス」口座への変更後は紙の通帳は使用不可とな

ります。 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

しんきん通帳利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、「しんきん通帳」

を利用する場合の取扱いを明記したものです。 

第１条【サービス内容等】 

１．サービス内容 

「しんきん通帳」（以下、「本アプリ」といいます）は、しんきん共同セン

ター加盟信用金庫のスマートフォン専用アプリで、本アプリに登録する信

用金庫（以下、「登録信用金庫」といいます）所定の口座情報等の閲覧及び

登録信用金庫の定めに応じて定期預金取引を行うことができるサービスで

す。 

（略） 

３．通帳レス機能 

本アプリでは、登録信用金庫所定の手続きでご登録いただいた口座を、紙

の通帳を使用しない「通帳レス」口座に切替えることができます。お客さ

まは「通帳レス」口座に切替えた日より、最大１０年分の取引明細を本ア

プリで閲覧できます。 

「通帳レス」口座への切替後は紙の通帳は使用不可となります。切替時点

で通帳に記帳されていない取引明細は通帳に記帳いたしません。当該取引

明細は、切替日の翌々日から、本アプリで確認することができます。なお、

切替前に紙の通帳に記帳されている取引明細については、本アプリでの確

認はできません。 

４．メール通知機能 

本アプリでは、登録されているＥメールアドレスに、「通帳レス」口座の初

回登録や、Ｅメールアドレスの変更等の各種取引を契機にお取引の旨をお

知らせします。但し、通信機器および回線の障害等により、お知らせが遅

延したり不達となるおそれがありますので、お客様は、必ず本アプリにロ

グインのうえお取引内容をご確認ください。 

下記ドメインからのメールが受信できるよう、あらかじめ設定を確認して

ください。 

別紙１ 



 

旧 新 

 

（新設） 

 

 

 

４．規約への同意 

（略） 

第３条【利用登録】 

１．お客さまのスマートフォンに本アプリをインストールのうえ、利用登録画

面にて登録信用金庫の普通預金口座の支店番号・口座番号等のご本人情

報、キャッシュカード暗証番号を入力いただき、本サービスで利用するロ

グインパスワードを設定してください。 

（略） 

第９条【サービスの変更等】 

（略） 

２．本規約は、しんきん共同センターの都合で内容を変更する場合があります。

規約の変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。なお、し

んきん共同センターの任意の変更によって損害が生じたとしてもしんき

ん共同センターは責任を負いません。 

 

 

 

３．前各項の変更・改廃については、登録信用金庫およびしんきん共同センタ

ーの定める方法にて告知することとします。 

（中略） 

以上 

（令和元年９月２４日現在） 
 

【shinkin-app.jp】 

５．定期預金取引 

本アプリでは、登録信用金庫の定めに応じて定期預金口座の開設、新約、

預入及び解約等を行うことができます。利用の可否及び利用可能な取引内

容については、登録信用金庫の各規約をご確認ください。 

６．規約への同意 

（略） 

第３条【利用登録】 

１．お客さまのスマートフォンに本アプリをインストールのうえ、利用登録画

面にて登録信用金庫の普通預金口座の支店番号・口座番号、Ｅメールアド

レス等のご本人情報、キャッシュカード暗証番号を入力いただき、本サー

ビスで利用するログインパスワードを設定してください。 

（略） 

第９条【サービスの変更等】 

（略） 

２．本規約は、登録信用金庫またはしんきん共同センターによって金融情勢の

状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、登録信用金庫

ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することによ

り、内容を変更できるものとします。規約の変更日以降は変更後の内容に

より取り扱うものとします。なお、登録信用金庫またはしんきん共同セン

ターの任意の変更によって損害が生じたとしても登録信用金庫およびし

んきん共同センターは責任を負いません。 

 

 

（中略） 

以上 

（令和３年６月２０日現在） 

 



 

 

「紀北信用金庫 通帳レス口座」に関する特約 

 

１．（特約の適用範囲等） 

（１）この特約は、「紀北信用金庫 通帳レス口座」（以下「通帳レス口座」という。）に適用される事

項を定めます。 

（２）この特約は、次の規定（以下「関連規定」という。）の一部を構成するとともに関連規定と一体

として取り扱われるものとし、この特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特

約に定めがない事項に関しては関連規定が適用されるものとします。 

   ①普通預金規定 

   ②総合口座取引規定 

   ③カード規定 

 

２．（通帳レス口座） 

（１）通帳レス口座は、個人のお客さまを対象とし、通帳の発行に代えて『通帳アプリ』の利用により

入出金明細を確認いただく預金口座をいいます。 

（２）預金口座の開設にあたっては、当金庫所定の手続きにより通帳を発行する預金口座（以下「有通

帳口座」という。）のほか、通帳レス口座を選択できるものとします。 

（３）通帳レス口座は、キャッシュカードの発行および『通帳アプリ』へ対象となる預金口座の登録を

必須とします。 

 

３．（取扱店の範囲） 

（１）通帳レス口座は、原則、現金自動預入払出兼用機（現金自動預金機および現金自動支払機を含み

ます。）のご利用、またはインターネットバンキングのご利用によりお取引いただきます。ただ

し、現金自動預入払出兼用機を使用した通帳によるお取引（振替入金、定期入金等）はご利用い

ただけません。 

（２）当金庫の店舗をご利用の場合、通帳レス口座は、預金口座を開設した店舗のほか当金庫本支店い

ずれの店舗でもお取引いただけます。 

 

４．（入出金明細の確認） 

（１）通帳レス口座の入出金明細は、『通帳アプリ』によりご確認いただけます。 

（２）前項の方法による入出金明細の確認可能期間は、当金庫所定の期間とします。 

 

５．（有通帳口座から通帳レス口座への切替え） 

（１）有通帳口座から通帳レス口座への切替えは、『通帳アプリ』により切替えることができるものと

します。 

（２）有通帳口座を通帳レス口座へ切替えた場合、有通帳口座の通帳は通帳レス口座へ切替えた時点で

ご利用いただけなくなります。 

（３）切替時点で通帳に記帳されていない入出金明細は、通帳に記帳いたしません。当該入出金明細は、

切替日の翌々日から、『通帳アプリ』で確認することができます。なお、切替前に通帳に記帳さ

れている入出金明細については、本アプリでの確認はできません。 

（４）有通帳口座から通帳レス口座へ切替えた当日以降の入出金明細は、『通帳アプリ』で確認ができ

ます。 

 

６．（通帳レス口座から有通帳口座への切替え） 

（１）当金庫所定の手続きにより、通帳レス口座から有通帳口座へ切替えることができるものとします。 

（２）通帳レス口座を『通帳アプリ』から削除した場合、または各種事情により同サービスがご利用で

きない場合は、有通帳口座への切替が必要となります。 

（３）新たに発行する通帳には、有通帳口座への切替えた時点以降の入出金明細を記帳します。 

（４）切替えには、当金庫所定の通帳発行手数料を申し受けます。 

 

別紙２ 



 

７．（預金の受入れ） 

店頭で通帳レス口座に現金、手形、小切手等を受け入れるときは、当金庫所定の書類の提出のほか、

対象となる預金口座のキャッシュカードの提示または『通帳アプリ』における有効な口座情報の提

示が必要です。ご提出等がない場合、当金庫所定の振込手数料を申し受ける場合があります。 

 

８．（預金の払戻し等） 

（１）店頭における通帳レス口座の普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、

当金庫所定の書類の提出のほか、対象となる預金口座のキャッシュカードの提示または『通帳ア

プリ』における有効な口座情報の提示が必要です。 

（２）前項の払戻しまたは解約等の手続きに加え、当該預金の払戻しまたは解約等を行うことについて

正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあり

ます。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しまたは解約等を

行いません。 

 

９．（通帳レス口座の解約） 

（１）通帳レス口座を解約する場合には、対象となる預金口座のキャッシュカードの提示または『通帳

アプリ』における有効な口座情報の提示が必要です。 

（２）通帳レス口座を解約した時点で、『通帳アプリ』では、対象となる預金口座の入出金明細の確認

ができなくなります。 

（３）通帳レス口座の解約後において、店頭にて対象となる預金口座の入出金明細を発行する場合には、

当金庫所定の手数料を申し受けます。 

 

１０．（特約の変更） 

（１）この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる

場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変

更できるものとします。 

（２）前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

以上 

（令和３年６月２０日現在） 

 


